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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の

お
知
ら
せ

黒
潮
町
光
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

減
免
制
度
の
お
知
ら
せ

　
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
所
得

の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、

簡
素
な
給
付
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

　
こ
の
給
付
金
は
、
平
成

２６
年
度
か
ら

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
消
費
税
の
引
上

げ
（
８
％
か
ら

１０
％
）
が
２
年
半
延
期
さ

れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
経
済
対
策
の
一

環
と
し
て
、
平
成

２９
年
４
月
か
ら
平
成

３１
年
９
月
ま
で
の
２
年
半
分
を
一
括
し

て
支
給
す
る
も
の
で
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２８
年
１
月
１
日
時
点
で
黒
潮
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成

２８
年
度
分

の
住
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
な
い

方
が
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
方
は

対
象
外
で
す
。

・
平
成

２８
年
度
の
住
民
税
（
均
等
割
）
が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶

養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

な
ど

◆
支
給
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
５
千
円

◆
申
請
手
続
き

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
４
月
下

旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て
い

ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

◆
申
請
期
限
　
※
当
日
消
印
有
効

　
５
月
８
日
（
月
）
〜

１０
月

３１
日
（
火
）

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
者
の
指
定
口
座
へ
随
時
振
り
込

み
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
２
係

蕁

５
５
―
３
１
１
２
（
直
通
）

　
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５
月

３１
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。
納
付
は
必
ず
納
期
限

ま
で
に
、
銀
行
・
郵
便
局
・
農
協
な
ど

お
近
く
の
金
融
機
関
で
お
済
ま
せ
く
だ

さ
い
。

　
本
年
度
も
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
の
納
付
が
可
能
と
な
っ
て
い
ま
す
。

平
日
に
納
付
で
き
な
い
方
な
ど
は
、
納

税
通
知
書
を
お
持
ち
の
う
え
ご
利
用
く

だ
さ
い
。（
詳
し
く
は
、
納
税
通
知
書
の

裏
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
）

　
な
お
、
納
税
通
知
書
が
届
い
て
い
な

い
方
は
下
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
身
体
障
が
い
者
な
ど
の
減
免
手

続
期
限
も
５
月

３１
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
幡
多
県
税
事
務
所

蕁

３
５
―
５
９
７
２

　
電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
は
、
水

力
発
電
施
設
の
設
置
の
円
滑
化
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
、
発
電
施
設
の
あ
る

佐
賀
地
域
で
行
わ
れ
る
公
共
施
設
整
備

や
、
住
民
福
祉
向
上
の
た
め
に
行
な
う

事
業
に
対
し
て
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成

２８
年
度
は
、
佐
賀
保
育
所
運
営

事
業
に
対
し
て
交
付
さ
れ
、
園
児
の
健

全
育
成
、
保
護
者
の
社
会
環
境
支
援
な

ど
に
活
用
さ
れ
ま
し
た
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

　
　
蕁

４
３
―
２
８
０
０
（
課
直
通
）

　
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
加
入
さ
れ
て
い

る
世
帯
で
、
以
下
の
条
件
に
該
当
さ
れ

る
場
合
は
、
月
額
使
用
料
の
減
額
ま
た

は
全
額
免
除
の
申
請
が
で
き
ま
す
。（
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
使
用
料
は
対
象
外
で
す
。
）

【
１
／
２
減
免
】

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
世
帯
全
員

が
７５
歳
以
上
の
場
合

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
重
度
障
が

い
者
が
い
る
場
合

・
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
ひ
と
り
親

世
帯
で
あ
る
場
合

【
全
額
免
除
】

・
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
る
場
合

　
申
請
は
、
情
報
防
災
課
（
本
庁
２
階
）

ま
た
は
佐
賀
支
所
総
合
窓
口
で
受
け
付

け
し
て
い
ま
す
。
代
理
人
が
届
け
出
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
昨
年
度
申
請
を
行
い
、
す
で

に
減
免
さ
れ
て
い
る
世
帯
で
も
、
６
月

末
が
対
象
期
限
と
な
る
た
め
、
そ
れ
ま

で
に
更
新
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

５
月
に
申
請
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
。
送

付
先
の
変
更
希
望
が
あ
れ
ば
、
電
話
で

お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

情
報
防
災
課 

情
報
推
進
係

蕁

４
３
―
２
１
８
８
（
直
通
）

自
動
車
税
の
納
付
に
つ
い
て

電
源
立
地
地
域
対
策
交
付
金
事
業


